
セーフティネット保証５号の概要
１．制度概要
○全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に⽀障を⽣じている中⼩企業者への資⾦供給
の円滑化を図るため、信⽤保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80％保証を⾏う制度。

（参考︔信⽤保険法第２条第５項第５号）
その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少その他経済産業⼤⾂が定める事由が⽣じていることにより当該
事業を⾏う中⼩企業者の相当部分の事業活動に著しい⽀障を⽣じていると認められる業種として経済産業⼤⾂が指定するものに属する事業を⾏う中⼩
企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業⼤⾂が定める事由が⽣じているためその経営の安定に⽀障を⽣じていると認めら
れること。

２．対象中⼩企業者
①指定業種に属する事業を⾏っており、最近３か⽉間の売上⾼等が前年同期⽐で５％以上減少。
②指定業種に属する事業を⾏っており、製品等原価のうち20％以上を占める原油等の仕⼊価格が20％以上上昇
しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中⼩企業者。
（売上⾼等の減少について、市区町村⻑の認定が必要）

３．内容（保証条件）
①対象資⾦︓経営安定資⾦
②保証割合︓80％保証
③保証限度額︓⼀般保証とは別枠で２億８，０００万円 →
※セーフティネット保証４号とは併⽤可だが、同じ枠になる

＋
【⼀般保証限度額】
2億8,000万円以内

【別枠保証限度額】
2億8,000万円以内


